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　開発地域の生態系の保全に関し，自然改変によって消失する自然環境の代償として，別の場所にこれ
を復元しようといった措置がとられることがある．
  今回は開発地における生態系の保全について，谷津の自然復元の事例を通し，そのあり方及び具体的
方法を探るとともに，ゲンジボタルを指標としたその評価事例1),2)を紹介する．

     キーワード： ゲンジボタル，レッドデータブック，ミティゲーション，モニタリング調査

１．はじめに

　

　 近年大規模な開発事業に於いては，経済的な視

点（土地の有効利用・工事費の削減等）からだけで

はなく，開発地域の動植物の生態系を保全する為に

自然環境に配慮することが重要な課題となってきた．

　「ちばリサーチパーク開発事業」は開発面積

190haに研究・研修施設，住宅，ゴルフ場を有する

独立複合型の大規模な開発事業である．平成8年12

月に工事を開始し，平成15年8月には研究・研修施

設用地が竣工した．

　当初は，工事中の防災及び開発後の防災・農業用

水溜池の機能を有する調整池を谷津部の自然地形を

利用して設置することを計画していた．しかし、環

境アセスメント調査の結果により，該当する谷津部

(9.1ha)には，｢ゲンジボタル｣をはじめとした｢レッ

ドデータブック｣に危急種として指定されている

「オオイチモンジシマゲンゴロウ」などの貴重な生

物の生息が確認された．

　この様な状況から，自然地形を極力保全すること

から自然生態系を出来る限り保全する方策を検討し

採用することに成った．

２．対象地域

  対象となる場所は，千葉県佐倉市及び千葉市にま

たがる地域内に位置する通称「西御門谷津」である

(図-１)．この地域及び周辺地域は，房総半島の北

部に位置し，下総層群を主体とする下総台地に細長

い沖積低地の谷が入り込む典型的な谷津地形の所で

ある．古くから台地は畑地やイヌシデ，コナラの落

葉樹が優占する雑木林およびスギ，ヒノキの針葉樹

の人工林がひろがる一方，谷津の沖積低地は稲作が

営まれてきた自然豊かな農村地帯であった．

　西御門谷津は，標高約 40m の下総台地に入り込

む鹿島川上流の谷津であり，幅約 50m，長さ約 1km

の規模を有する．低地部は標高約 20m で，きわめ

て湧き水が豊富な地であり，約 30 年前までは稲作

が営まれていた．その後は休耕田化が進み事業着手

前にはヨシやガマの湿生植物群落に被われていた．
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斜面はイヌシデ，コナラの落葉樹の雑木林やスギ，

ヒノキの針葉樹の人工林が優占している．放棄休耕

されたかつての谷津田の所には水路を中心にゲンジ

ボタル，ヘイケボタルをはじめホンシュウオオイチ

モンジシマゲンゴロウ，サワガニ，メダカ，イモリ，

トウキョウダルマガエル等多くの貴重な水生動物が

生息していた．とりわけゲンジボタルの生息密度は

極めて高かった．植物については，湿地にサワオグ

ルマが生育し，斜面などの林地にはカタクリやイチ

リンソウ，ニリンソウ，イカリソウもみられる． 

　谷津の最奥には湧水地が存在した．かつてはこの

湧水地から大量の湧き水が下流に流れていたものと

推測された．しかし，現在は谷津上流部の湧き水の

量は下流部に比べ著しく少なく，上流の休耕田は乾

燥化が進んでおり，ミゾソバ，メヒシバ，セイタカ

アワダチソウの優占する群落となっていた．また，

上流部のかつて水路であったと思われる部分でもほ

とんど水は流れていない状況であった．

　　　　　　　　　図‐１　位置図

　

３．開発計画の概要と経緯

　「ちばリサーチパーク開発事業」は，研究施設及

び宅地（97ha)とゴルフ場(93ha)の独立型複合開発

を目的とし，開発後に予定される計画地の緑地率は

43％（82ha，造成緑地 20ha を含む）であった(図-

２)．

千葉県・千葉市の開発同意を受理後，1996 年 12 月

に工事が着手された 3)．

　　　　　　　　図-２　土地利用計画平面図

　この事業計画地の自然環境の保持・復元対策を検

討する為，佐倉市環境保全課・千葉県立中央博物

館・事業者と現場を確認し地域の生態系の保全につ

いての意見交換を実施してきた．この意見交換は 1

996 年に 8 回，1997 年には 5 回，1998 年には 2 回，

1999 年には 2 月までに 4 回の計 19 回になった．

　この事業に係わる自然環境の保持・復元について，

検討した項目は以下のとおりであった．

・開発地域の残存緑地の面積を拡大する．

・開発地の自然環境に対する追加調査及びモニタリ

　ング調査を実施する．　

・調整池として位置づけられている西御門谷津を将

　来的に自然環境保全の為の区域として管理活用す

　る（図-３）．

・当谷津を分断する３つの堰堤の計画を変更し，連

　続した状態で自然環境の保全をはかる（図-３）．

・ 当谷津の調整池の帯水部分を最小限にし，現状

の自然環境を維持する保全区を設置する（図-３，

４）． 

・ 当谷津の上流部の休耕放棄され乾燥化の進んだ部

分に，人為的に湿性条件の環境にもどす復元区を

つくり，そこに水没場所の動植物相を移す（図-３，

４）．

・樹林地内に生育する貴重な植物については，低木

　層の下刈り管理等によってその保存及び増殖をは

　かる．

以上の項目は，2004 年 2 月現在，ほとんどが実行

環境保全する谷津

復元する湿地

ゴルフ場

住宅地
研究･研修施設
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された．特に，谷津の調整池については，当初予定

されていた池を分断する 3 つの堰堤の内 2 つは取り

やめられ，堰堤の上の道路計画も橋による横断とな

った．さらに常時帯水する部分を最小限にする工夫

や，保全区及び復元区が具体的に設定された（図-

４）．
　    

　　　　　図-３　湿地復元可能範囲

４．調整池の自然環境の保持・復元対策

西御門谷津の調整池での自然環境の保持・復元の

実施計画は，1996 年 12 月に「西御門環境保全ゾー

ン整備計画」4)として策定され，実施された．その

内容は以下のとおりである．

(1)整備の目的

　計画地域の西御門谷津はゲンジボタルをはじめサ

ワガニ，ナミウズムシ，ホトケドジョウなどの貴重

な水生生物が確認され，環境庁の「レッドデータブ

ック」で危急種とされているゲンゴロウ等も発見さ

れていた．

本計画は，西御門谷津全体を環境保全ゾーンと位

置づけ，こうした生物を軸とした“豊かな生態系”

を保全すると共に，生息環境改善のための水路整備

も行い，計画地付近の環境の質的向上に資すること

を目的とする．

(2)水量の確保

　水生生物は谷津内の水環境に依存して生活し，と

くにゲンジボタル幼虫は溶存酸素量の高い流水中を

主な生息場所としている．水路を整備しても必要な

水量が確保できなければ，これら水生生物は生息で

きない．

　西御門谷津は，谷津の斜面林が基本的に保全され

るだけでなく，地区外集水面積が約 40ha 現状維持

され，地区内と合わせれば約 80ha の集水面積が確

保されている．また，広葉樹林の保全や郷土種によ

る森林の造成，透水性舗装や雨水浸透桝による積極

的な地下水涵養対策も講じた為，ゲンジボタルをは

じめとする水生生物の生息環境の基本条件は維持さ

れると考えられた．

(3)基本方針

　西御門谷津の水環境およびそこに生息する水生生

物の保全を目的とし，調整池の上流側に「復元区

域」と「保全区域」を設定した（図-４）．復元区

域は，現況では水路形態に乏しく，広く湿地環境と

なっていたが，新たに水路等の整備を行い水環境の

多様化を図ることにより，多様な水生生物の生息可

能な環境の拡大に努めた．保全区域では，現況の水

環境をできる限り維持し，この地域が水生生物保護

の核となるように努めた．

　　

　　図-４　　西御門環境保全ゾーン図

復元区域としては，水源の確保が難しい谷津の上

流部を避け，陸化が進みつつあるものの湿地環境が

残り水源の確保が可能な中流部を設定した．この区

域では，谷津の両斜面沿いに水路や溜まり，中州な

ど多様な水環境を創出し，確実に水生生物の保全を

図るようにした．具体的には以下のとおりである．

・水路は基本的に自然斜面下部を通し，水路幅に変

　化を持たせたり流れに蛇行部分を造るなどして，

下流側

上流側

橋梁に変更

乾燥化がかなり
進行した区域

湿地復元が可能区域

ホタルの発生が多い湿地だが喪失する

堤体区域

帯水区域

保全区域

復元区域

上流部
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　水路形態の中に多様な水環境を取入れるようにし

　た．また，水の溜まりやすい箇所の水路幅を広く

　とることで，増水時のホタルの若齢幼虫の流失を

　防止した．

・谷津中央の湿地部分に，枝水路や池塘（深さ 40

　～60cm 程度の池）を整備し，水生生物の生息環

　境の多様化に努めた．

・ホタル幼虫の上陸を考慮し，水路の木柵は必要な

　箇所のみに設置した．谷津の両斜面沿いの水路で

　は，湿地側のみに木柵を設置し，斜面側は自然の

　ままとした．谷津中央を横断する水路では，上流

　側に木柵を設置し，下流側は自然のままとした．

　水路の木柵には半丸太材等を用いた（図-５）．

・ 

　　　　　　　図 -５　水路断面図

・整備した水路において，大雨時の洗掘防止が必要

　な箇所については，25mm 以下の砂利を部分的に

　水路底に敷均した．

・水路整備にあたっては，ゲンジボタル幼虫等の水

　生生物の逃散を促すため，100ｍ内外の区間に区

　切って施工単位とした．水路整備は上流側の単位

　より施工したが，水生生物の逃散に配慮し連続し

　た区間は同時期に施工しない事とした．

・水路は原則として当初浅く掘削し，水生生物の逃

　散を促した後，改めて計画深まで施工した．

・掘削した腐食土を水路際に敷き，ホタル幼虫をは

　じめとする水生生物の逃散を促した．

・水路整備中は，ゲンジボタルの蛹化場所となる可

　能性が高い水路の斜面側の保全に努めた．

・この区域の水路整備に伴い流出する土砂により保

　全区域への影響を最小限に抑えるために，この区

　域の最下流部に沈砂用湿地を仮設した．水路整備

　終了後，沈砂用湿地には中州をつくり，ゲンジボ

　タルをはじめとする水生生物の生息環境の多様化

　に努めた．

・この区域の水路整備後，下流側（堤体造成工事　

　側）よりカワニナをはじめとする水生生物をこの

　区域の水路に移動させた．

・保全区域としては，これまでに比較的多くの個体

　が確認され，幼虫の餌となるカワニナが多く生息

　する下流側に設定した．また保全区域をできる限

　り広く確保するために，調整池の計画にあたり，

　堆砂量分を堤体付近で掘り込むことにより，常時

　滞水時の水際線をできるだけ下流側にもっていっ

　た．この保全区域では，現況の水環境をできる限

　り維持し，施工期間中ばかりでなく将来にわたっ

　て，この区域が西御門谷津における水生生物保護

　の核となるように努めた．

(4)施工手順

a)施工準備

・資材搬入は，小型キャリーなどを用いて行い，谷

　津の南側の沢の２ヶ所を主な搬入ルートとした．

・谷津内搬入ルートで湿地化している部分は道板等

　を用いて養生した．

・搬入ルートは計画水路際に仮設するが，ゲンジボ

　タルをはじめとする水生生物への影響を最小限に

　抑えるため，計画水路の斜面側は避け，水路際よ

　り１ｍ以上離し，仮設に伴うヨシ群落等の刈り払

　いは最小限にとどめることなどに留意した．

・水路整備工事に先立ち，保全区域最上流部の現状

　湿地をぬき板の木柵等で囲み，水路整備工事に伴

　う土砂の流亡防止を図った．

・各施工単位の水路掘削に先立ちゲンジボタル幼虫，

　カワニナの調査を行い，発見された個体は水路整

　備の終了した区間（復元区）に移動させた．

b)掘削・床付

・原則として人力あるいは小型掘削機械で行った．

・掘削は幅 50～100cm，深さ 30～40cm を標準とし，

　1～5cm 程度の水深を確保した．

・木柵が必要な箇所は，水路幅より 400mm 程度掘
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　削幅を広げ，木柵布設後にその外側を埋め戻した．

・直線的な水路にならぬように隣接する斜面の形状

　に沿うなどして，水路形状に変化をつけた．

・掘削した腐植土は，ゲンジボタルの幼虫をはじめ

　とする水生生物の逃散を促すため，水路脇に仮置

　きした後，埋め戻した．

・水路底の床付整正を行い，洗掘防止上必要な箇所

　については径２５ｍｍ以下の砂利を敷均した．

・施工箇所については水の切り回しを行った．

c)木柵

　水路の土留工事は，既存林に接する区間は樹林の

反対側にみに行い，谷津を横断する区間については

上流のみに行った．その他，水路の崩壊の恐れのあ

る場所についても木柵を布設した（図-５）．

　以上「西御門環境保全ゾーン整備計画」によって

西御門谷津調整池は，最下流部に堤体が造成され，

その上流側には常時の帯水部分がつくられた．帯水

区上流には常に湿性条件でヨシの優占する保全区，

さらにその上流部は乾燥化が進みセイタカアワダチ

ソウ等の乾性立地を好む植物が優占していたが，復

元区そして放置区（上流部）が設けられた．したが

って，西御門谷津の調整池は下流部分から堤体区

（6,100 ㎡），帯水区（11,200 ㎡），保全区（4,2

00 ㎡），復元区（9,700 ㎡），上流部（6,300 ㎡）

に区域分けされる（図-４）．

復元区では上記の整備計画にしたがい 1996 年 12

月から 1997 年 2 月の間に水路整備工事が行われ，

復元区に 450ｍの土水路と 6 ヶ所の池がつくられた．

そして 1997 年 2 月から 3 月までの期間，堤体区の

水路部分で採取した底土を，復元区の新たにつくら

れた土水路に移動し約 20cm の厚さに敷かれた．ま

た，水量確保のために復元区の最上流部に深さ 50

ｍ，口径 50ｍｍの井戸を掘り，毎分 240Ｌの水が

常時補給されるようにした．その後 1997 年 4 月か

らは堤体工事および調整池上の橋梁工事，1998 年

2 月からは谷津斜面の盛土工事がそれぞれ開始され，

ともに 1999 年の 1 月に終了した．　

５．ゲンジボタルの生息状況の変化

(1) 調査方法

ゲンジボタルの調査は，堤体造成工事を着手する

1 年前の 1996 年から始められ，工事が終了する 19

99 年までの 3 年間及び工事終了後の 2000 年までに

わたって実施された。ゲンジボタルの成虫の時期で

ある 6 月の夜間に，毎年実施された．6 月の夜間の

飛翔発光がピークを迎える時間帯（19:00～20:3

0）に発光するゲンジボタルの個体数を記録した

（図-６）．

　

　図 -６　 ゲンジボタル 確認固体数の 変化

( 2 ) 調査結果

　1996 年は全範囲において合計 273 個体のゲンジ

ボタルが確認された．ゲンジボタルが確認されたの

は，谷津の下流部分で後の調整池の整備工事によっ

て堤体区，帯水区，保全区になる部分である．各区

域の個体数は堤体区域 87，帯水区域 76，保全区域

110 であった．1996 年の調査では保全区上流の乾

燥化の著しい上流部の区域ではゲンジボタルは全く

確認されなかった．

  1997 年は，堤体造成工事のため堤体区のゲンジ

ボタル発生は見られなくなった．一方，復元区では

45 個体と少ないながらもゲンジボタルの発生が認

0

50

100

150

200

250

300

　　　１９９６　１９９７　　１９９８　　１９９９　　２０００

　　　ホタルの事前調査

復元工事

　造成工事

 

保
全
区
　
　
　
帯
水
区
　
堤
体
区

復
元
区
　 

 

保
全
区
　 

帯
水
区

復
元
区
　
保
全
区

復
元
区

ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
確
認
個
体
数

-59-



められられた．ゲンジボタルの発生は，前年に比べ

上流部に移動した状況になった．しかし，確認され

たゲンジボタルの個体数の合計は 187 個体と前年

に比べ大きく減少した．ただし保全区には 105 個

体と前年より若干少ないがその発生状況に大きな変

化はなかった．

1998 年にはゲンジボタル発生はさらに減少し，

確認個体数の合計は 105 個体であった．これは，

帯水区に水が満たされてこの区域からゲンジボタル

の発生がみられなかったことに加え，保全区でも

37 個体と大幅に発生量が減少したことが原因であ

る．ただし唯一復元区では，68 個体と若干ではあ

るがゲンジボタルの発生量の増加がみられた．

1999 年には保全区は 40 個体と若干増加したもの

の，復元区が 11 個体と大幅に減少し，確認個体数

の合計は 51 個体であった．

2000 年には，前年と変わり保全区は 4 個体と大

幅に減少したが，復元区が 63 個体と大幅に増加し，

確認個体数の合計は 67 個体であった．

                                     

６．ゲンジボタルからみた谷津の自然環境の変化

　ゲンジボタルは清流の水環境に生息し，近年その

環境条件とともに急速に減少してきた生物である 5)．

ゲンジボタルの生息が長く存続していくことは，ゲ

ンジボタルだけではなく他の多くの野生動植物の生

息・生育を可能にする条件確保につながると考えら

れる．しかしながら，今回のような大規模な開発地

域内においてはこのゲンジボタルをはじめ多様な野

生動植物の保護は極めて難しいものと予測される．

　西御門谷津調整池の整備にともなうゲンジボタル

の生息環境の保持・復元措置については，現時点の

谷津全体のゲンジボタルの発生量は，開発事業の工

事の着手前の状況から比べるとかなり減少した状態

にある．この減少は，工事等の自然改変によるもの

であることは間違いない．

今回の自然環境の復元対策は，開発事業の範囲内

で防災上定められた調整池機能確保を前提としたも

のであった．このような状況の中，かつてはゲンジ

ボタルが発生していた場所に人為的にその生息環境

が復元され，再びゲンジボタルの発生が確認された

ことは生態系保全にとって大変意義深いと考えられ

る．今後も，調査の継続とともに保護管理のための

一層充実した対応が必要である．

特に保全区や復元区についてはゲンジボタルをは

じめ水辺環境の生物相の推移を詳しく把握していく

とともに，調整池各区域の整備に伴う新たな環境が

今後どのように変化していくかについても観察して

いかなければならない．さらにこのような自然環境

調査の結果を踏まえつつ，保全区域や復元区域の効

果的整備の方法についてもさらなる考察が必要であ

る．

この地域は 1999 年春より事業主から佐倉市に移

管された．地域の生態系の保全と自然環境の充実の

ために長期展望に立った新たな対策が求められるが，

筆者らも今回の研究結果を踏まえ，今後，調整池を

管理していく行政側と協調した保全対策を検討して

いかなければならないと考える．

　なお，今回の調査研究を実施するにあたり，佐倉

市の経済環境部環境保全課の方々や千葉県立中央博

物館の倉西良一研究員には，工事着手以前の調査時

から現場での自然環境の保全・復元措置の検討に参

画していただき，本報告をまとめるに際して有意義

な助言を頂いた．各位に深く御礼申し上げます．
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